台湾台中地方裁判院送達証書

送達した後に、本証書を台湾台中地方裁判院民事執行処に返還してください。　股別：一股
	受けるべき送達人
姓　　名
住　　所

	郵便コード番号：
住所 日本埼玉新店市池田三丁目3番
共有人   3    簡野善男                                        様
                                                                   

	案件番号
案件事由
	99年度司執字第44640号
債務清算

	送達
文　　書
	99.09.15オークション通知一件。

	送達人

ご注　意
	1、 下述の送達方式で送達した場合、送達人は、本送達証書を裁判院に提出した書類の中の添付書類に添付させること。
2、 上述した送達方式で送達できなかった場合、送達人は、該当事実の記載をする報告書を作成し、裁判院に提出した書類の中での添付書類に添付させること。なおもとの送達すべき文書を裁判院に返納すること。

	送達方法
	(送達人から□の上のˇの印を選んで付けること)
	□本文書を受けるべき送達人に送達した：
	□本人   署名捺印あるいは

指で捺印

	
	
	□本人と会っていなかったのだが、本文書を処理する能力がある同居者あるいは、雇われる人に渡した。

	□同居人

□雇われる人   署名捺印あるいは

指で捺印

	
	
	
	※送達人は受領人の姓名を記名すべきである。（正楷の筆法で記入すること）：


	
	
	□受けるべき送達の本人、同居者あるいは雇われる人が受領した後、拒絶あるいは、署名、捺印あるいは、指で捺印ができない場合、送達人から、右の欄にその事由を明記すること：
	※送達人が記入すること：

	
	
	□受けるべき送達の本人、同居者あるいは雇われる人が法律上の理由がなく、受領を拒絶した場合、送達人から、文書を送達場所に置かして、送達済みとすること：
	□本人

□同居者(姓名)：      受領を拒絶する。
□雇われる人(姓名)：     



	
	
	□本人と会っていなかった、また文書を受領してくれる同居者あるいは雇われる人がない。該当送達文書を：

□受けるべき送達の本人、あるいは同居者、あるいは、雇われる人は、法律上の理由がなく、受領を拒絶し、なお送達文書を置かれることも拒否する事情があって、該当送達文書を：
	下記のリストの中の一場所に預かることとした。なお、送達通知書２通りを作成し、１通りは、送達人の住所、事務所、営業所あるいは就職している場所の玄関に貼かせること。もう１通りは、該当送達場所の郵便箱あるいは、その他の適当な位置に置かした、送達済みとすること。（どうぞ、一つを選んで、「ˇ」の印を付けてください。）
□　　警察派出所に預かる。

□　　鄉(鎮市)区役所に預かる。
□    鄉(鎮市)区   村(里)長事務所に預かる。

	(郵便局のスタッフが記入すること)
	もと発送する郵便局の発送日付スタンプ
	受ける郵便局の送達日付スタンプ

	郵便種類：

書留郵便物の登録番号：
	(司法警察からの送達は日付スタンプが押さなくても良いである)
	(司法警察からの送達は日付スタンプが押さなくても良いである)

	送達場所
	送達時間
	送達人署名

	□同上の記載された場所
□別の場所に転送する： (送達人が必ず記入すること)
	西暦   年   月   日
           午   時   分

     (送達人が必ず記入すること)
	

	発行日付：2010年8月17日
送達した後に本証書を台湾台中地方裁判院民事執行処一股に返納してください。

2010年度司執字第44640号
	この証書は送達人から裁判院に返納すること。


台湾台中地方裁判院民事執行処通知

                                      住所:台中市自由路1段91号
                                             FAX:0422226150

                                             担当事務官:一股書記官周秋菊
                                             連絡方式:0422232311―3310（内線）
受信者:簡野善男

公文書発行日付：西暦2010年8月12日
公文書発行登録番号：中院彥民執99司執一字第44640号
秘密等級:

秘密等級及び秘密解読条件あるいは、秘密保守期限：
添付書類:以下の文書の通りである。
主旨：本院は西暦2010年9月15日午後2時30分より、本院の民事執行処オークション室にで債務人が所有する、添付される表の中に示された不動産の第1回目の公開オークションが実行されます。どうぞ、その時にオークション現場にご出席するようにしてください、これを持ちまして、ご査証のこと。

説明：
1、 本院は2010年度司執字第44640号債権人財政部国有財産局台湾中区事務所雲林分所と債務人簡仁煒との間に債務清算の強制執行事件、債務人が所有する、添付される表の中に示された不動産の第1回目の公開オークション・プロシージャが実行されます。
2、 強制執行法第１１３条に準用し、第63条規定に従って処理すること。

三、債務人はもし既に債務清算済み、あるいは執行を停止させる理由を持っている場合、迅速に声明を出すべきであり、もし時間的に緊迫する場合、オークション期日の入札前にオークション現場にて、声明をしてください、そうでなければ、オークションは、通常の通りにオークション・プロシージャが進行されます。
四、債権者は今回オークションに出された不動産に対して、もし、誰も買うべき方がいない、あるいは、買うべき方が出した最高価格は、オークションの最低価格にも満たしていなかった場合、法律に基づく受け持ち購入するが出来ます。なおオークションの最低価格で受け持ち購入することに同意した場合、オークション期日において、オークション現場に出席すべきであり、なお、その次の期日終結前に受け持ち購入する声明を出さなければならない。オークション現場に出席しなかった債権者は、受け持ち購入することが出来ない、なお、その場合には、再度期日を定めて、オークションが再開されます。もし、2名以上の債権者は受け持ち購入する声明が出された場合、籤引きの方式で決められます。
五、オークションに出された不動産は、法令がその買入れ者の資格を制限する場合、受け持ち購入しようとする債権者は依然として、受け持ち購入することに適用されます。
六、オークションによって落札された人は、共有人である場合、その他の共有人が優先的に購入できることを主張することが出来ない、落札後に本所は別途で優先的に購入できる通知がしないこと。
七、オークションの公告は、もしなにかのミスがあった場合、本院に通知してください。
八、本件は定めたオークション期日が、もし台風の来襲に遭遇される場合、台中市政府は各官庁機関に出勤の停止が公表される時に即オークション・プロシージャが停止され、期日を改めてオークションを再開すること。

九、オークションに出された不動産の標示が添付される表の通りです。また、添付された表の注の欄に記載されるデータが正確であるかどうかをどうぞ、特別に注意をして確認すること。異議がございましたら、オークション期日の前に書状の声明で異議を表明すべきです。
                 第１ページ                                一股
添付する表:

	2010年度司執字第44640号   財產所有人:簡仁煒

	登録番号
1
	土地の座標
	地目
	面積
	権利範囲
	最低オークション価格
(台湾ドル、元)

	
	県市
	鄉鎮市区
	段
	小段
	地号
	
	平方メートル
	
	

	
	台中件
	潭子鄉
	潭秀
	
	753
	道
	123.98
	50分の8
	160,000元

	
	注
	簡仁煒(測り直した前:潭子段147-25地号)

	2
	台中県
	鄉鎮市區
	潭秀
	
	754
	道
	20.13
	50分之8
	30,000元

	
	注
	簡仁煒(重測前:潭子段147-26地號)

	受け渡し情況
	受け渡しますか:受け渡しないこと。

	使用情況
	詳細は、注の欄に示されたの通りに

	注
	1、 上述した不動産２件、合併でオークションされます。入札者は別別に購入価格を出してください。
2、 オークション最低価格、合計台湾ドル；190,000元、総価格の最高者に落札されます。
3、 保証金台湾ドル：57,000元。
4、 上述した土地が差し押さえる時に債務人が居合わせなかった。該当土地は、
現在公衆に通行の道路として使われます。また、本件は債務人が持分すべきの部分だけをオークションに出されます、債務人も現実的に該当土地を占有

していなかった。落札した後に受け渡しがしないこと、共有人は、彼らの共有する標的に対して優先購買権があります。

5、 本件の標的である土地は、台中県潭子郷都市計画土地使用分区証明書に記載される内容に基づいて、使用分区は潭子郷都市計画区内の道路用地（公設保留地、公設用地取得方式は徴収である）。


正本:債権人     財政部国有財産局台湾中区事務所雲林分所
                            雲林県斗六市府前街73号に位置されます。
法定代理人   邱傑勤    雲林県斗六市府前街73号に住む。
代  理  人   張振坤    雲林県斗六市府前街73号に住む。
共  有  人   簡燦雲    台北市大安区師大路93巷18号に住む。
共  有  人   簡野善男  日本埼玉新店市池田三丁目3番に住む。
共  有  人   簡俊邦    台北市大安区忠孝東路3段217

                         巷5弄12号に住む。
共  有  人   簡俊德    台北市大安区通化路186巷17弄

                         10号に住む。
共  有  人   簡肇穎    台北県三重市三和路4段167巷

                         98号之2に住む。
共  有  人   台中県政府(所有権人:簡宗仁，冊にリストされた管理する文書番号:

             西暦2004年7月15日府地用字第0930

                       台中県潭子鄉中山路1段183号に住む。
                         第二頁                        一股

共  有  人   簡宗忠    台中県潭子鄉中山路1段183号に住む。
共  有  人   簡惠瞧    台中市西区向上南路1段168号に住む。
共  有  人   簡正雄    台中県潭子鄉潭子街3段29号に住む。
債  務  人   簡仁煒    台中県豐原市豐田里田心路2段

                         269号(狀)に住む。
                       台中県潭子鄉潭北村潭子街3段

                         29号(謄)に住む。
                       身分証明書統一登録番号：L121187860号
副本:
民事執行処   司法事務官  林士傑
